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資料２







A案 B案 C案

✓ 携帯電話アクセスサービス等の「高速度デー
タ伝送電気通信役務」の本契約をしていて、
その本契約の補完として（当該本契約の利用
を条件として）提供される無料の公衆無線
LANアクセスサービスは、当該本契約と併せ
て一回線としてカウントする

✓ これ以外の契約による無料の公衆無線LAN
アクセスサービスは、回線数としては単独で１
カウントとする
（※電気通信事業ではない他の事業の収益性
に依存して無料を可能としている電気通信事
業者側の都合であると考えられる）

✓ 無料の公衆無線LANアクセスサービスは、全
て対象外とする

✓ A案に加えて、当該事業者が提供する携帯電
話アクセスサービス等の「高速度データ伝送
電気通信役務」を契約している者が、当該事
業者が提供する無料の公衆無線LANアクセ
スサービスを別途の契約を結んで利用してい
る場合は、一回線としてカウントしない

＜メリット＞
・ （事業者が主張する）二重負担回避
・ フリーライドの回線利用の阻止

＜デメリット＞

・ 上述の（携帯電話アクセスサービス等の「高速度
データ伝送電気通信役務」の提供契約の中で、当
該役務の補完として無料の公衆無線LANアクセス

サービスを提供する）ような契約を現に行ってい
ない事業者にとっては、契約約款の変更、利
用者との再契約といった作業が必要
（→負担金の徴収により役務の提供自体の継続

が困難となるおそれ？）

＜メリット＞
・ 切り分けが明快
・ （事業者が主張する）二重負担回避

＜デメリット＞
・ 事業者の任意で料金を無料にすることと、負
担金の対象外となることとの関係が不明瞭で、
他の負担金対象役務との相違について質的な
説明が困難
・ 無料の公衆無線LANアクセスサービスから負
担金を徴収しないことで、その分、他の負担金
対象役務に上乗せすることになる（フリーライド
の発生による公平感の喪失）

＜メリット＞
・ （事業者が主張する）二重負担回避
・ フリーライドの回線利用の阻止
・ A案と異なり（又はA案よりは）、契約約款の
変更、利用者との再契約といった作業が必要
ない

＜デメリット＞
・ 高速度データ伝送電気通信役務を複数回線
契約しているユーザにおいて、「回線数」単位
でのカウントではなく、「人」単位でのカウント

要素が生じている（無料の公衆無線LANアク
セスサービスのみの特例か？）
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● 前提として、電気通信事業者が提供する無料の公衆無線LANアクセスサービスは、純粋に無料の場合と、対価を得
ていなくても広告収入を得るなど実質的に電気通信役務の提供により利益を得ようとする場合に分かれ、前者はそも
そも登録又は届出の必要がない電気通信事業であるため、ここでは後者を議論の対象としている
● なお、有料の公衆無線LANアクセスサービスは第二種負担金の算定に関係する役務であることは見解一致

前回会合からの継続論点❷（無料の公衆無線LANアクセスサービス）

」


